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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

      男女ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定

する。 

 

１． 計画期間 令和４年８月１日～令和９年７月３１日までの５年間 

 

２． 目標と取組内容・実施時期 

目標 

 

 

実施時期・取組内容 

 ●令和４年８月～ 残業時間削減の方針について、メッセージを発信する。 

 ●令和４年８月～ 終了時間を１時間繰り上げて１６時３０分とする。 

 ●令和５年１月～ 業務の優先順位付けや業務分担の見直しを行う。 

 ●令和５年８月～ 残業時間削減の実施状況を調査し、取組の見直しを検討する。 

●令和６年１月～ 業務の優先順位付けや業務分担の実施状況を調査し、取組の見直し

を検討する。 

全社員の一月当たりの残業時間を０時間とする。 

 


